
（書式２－２） 

簡易株式交換の公告 

 

簡 易 株 式 交 換 公 告  

 

当社は、平成○○年○○月○○日の取締役会において、平成○○年○○月○○

日を株式交換期日として、○○○○株式会社（○○県○○市○○町○丁目○番○

号）を当社の完全子会社とする株式交換を行うことを決議しました。 

この株式交換は、会社法第７９６条第３項の規定により、当社の株主総会の承

認を得ずに行ないますので、この株式交換に反対の株主は、本公告掲載の翌日か

ら平成○○年○○月○○日までに書面によりその旨をお申出ください。 

 

平成○○年○○月○○日 

 

○○県○○市○○町○丁目○番○号 

甲 株式会社○○○○ 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ ㊞ 
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解 説 

 

（簡易株式交換） 

株式交換に際し、原則として双方の会社において株主総会の承認を得る必要

がある（会社法第７８３条第１項、第７９５条第１項）。しかし会社法第７９

６条第３項所定の要件（株式交換完全子会社の株主に付与する株式交換完全親

会社の株式の総額が株式交換完全親会社の純資産額の５分の１以下等）を満た

せば、株式交換完全親会社において、株主総会による株式交換契約承認が不要

となる。ただし、株主からの異議があった場合は、株主総会での承認決議を要

する（同条第４項）。 

 

（株主に対する簡易株式交換の公告） 

  株式交換完全親会社は、簡易株式交換の効力発生日の２０日前までに、株式

交換完全親会社の株主に対し、簡易株式交換をする旨並びに株式交換完全子会

社の商号及び住所を、会社法第７９７条第３項、第４項の規定に従って、通知

ないし公告しなければならない。 
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